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◆児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年２月
３日厚生労働省令第15号）他、各基準省令の改正

【対象】全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設

【経過措置】令和５年４月１日～令和６年３月31日まで

【義務化】令和６年４月１日から

１. 事業所ごとに安全計画を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２. 従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施し
なければならない。

３. 障害児の安全確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づ
く取組の内容等について周知しなければならない。

４. 定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

【安全計画】

当該事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業
所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発
達支援事業所における安全に関する事項についての計画

【義務化】令和５年４月１日から

事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動
車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握する
ことができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

安全計画の策定・所在確認について
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【対象】児童発達支援・放課後等デイサービス

【義務化】令和５年４月１日から

障害児の送迎を目的とした自動車（座席が２列以下のもの、障害児の見落とし
のおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該
自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置（安全装置）を
備え、これを用いて所在確認（障害児の降車の際に限る。）を行わなければなら
ない。

【経過措置】

安全装置を設置することが困難

な場合、令和５年４月１日～

令和６年３月31日までは、

見落としを防止する代替措置を

講じること。

（厚生労働省作成のマニュアル、

チェックシートを活用すること）

車両への安全装置の装備について
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安全装置の装備対象車両について
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①対象

②対象外

③場合による

④対象

⑤場合による



【こども家庭庁】送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果について（令和５年６月27日）

安全装置の装備状況調査結果（全国版）
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◆盛岡市障害児通所支援事業者安全対策事業補助金（仮称）

①送迎用車両の改修支援 …送迎用車両に、子どもの置き去り事故防止に役立つ安全
装置（ブザー等）を装備する経費を補助する。こども家庭庁の認定製品に限る。

▶補助額：対象経費の上限額 17万５千円/台まで全額補助（上限を超えた額は事業者
負担）

②ICTを活用した子どもの見守り支援 …ICTを活用した見守りサービス等の安全対
策に資する機器を購入する経費を補助する。

▶補助額：対象経費の上限額 20万円×4/5 （※1/5は事業者負担）

③登降園管理システムの導入支援 …適切な登降園管理を行うための登降園システム
及び端末を購入、導入する経費を補助する。

▶補助額：対象経費の上限額 20万円×4/5 （※1/5は事業者負担）

【対象】①児童発達支援、放課後等デイサービス事業所 …義務化の対象

②及び③は児童発達支援事業所（多機能型含む） …希望する事業所

安全対策関係の補助金について
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